
司法試験委員会会議（第７４回）議事要旨

（司法試験委員会庶務担当）

１ 日時

平成２３年６月１日（水）１５：２０～１７：４０

２ 場所

法務省第一会議室

３ 出席者

○ 司法試験委員会

（委員長）髙橋宏志

（委 員）伊丹俊彦，奥田隆文，木村光江，土屋美明，羽間京子，松島 洋（敬称略）

○ 平成２３年新司法試験考査委員（議事等（２）２つ目の○のみ出席）

山田英夫（敬称略）

○ 司法試験委員会庶務担当（法務省大臣官房人事課)

裕教人事課長，羽柴愛砂人事課付，倉澤貴雄試験管理官辻

４ 議題

(1) 平成２３年新司法試験短答式試験の合格に必要な成績の決定について（協議）

(2) 平成２３年新司法試験の実施状況について（報告）

(3) 平成２３年司法試験予備試験の実施状況について（報告）

(4) 平成２３年新司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員の推薦について（協議）

(5) 司法試験予備試験の実施について（協議）

(6) 平成２３年司法試験予備試験の受験特別措置について（報告）

(7) 平成２３年司法試験予備試験論文式試験会場の変更について（協議）

(8) その他

(9) 次回開催日程等について（説明）

５ 資料

資料１ 平成２３年新司法試験受験状況

資料２ 平成２３年司法試験予備試験短答式試験受験状況

資料３ 司法試験予備試験論文式試験における出題の趣旨の公表について

資料４ 司法試験予備試験口述試験における問題のテーマの公表について

資料５ 平成２３年司法試験予備試験論文式試験の試験場変更公告（官報）

６ 議事等

(1) 平成２３年新司法試験短答式試験の合格に必要な成績の決定について（協議）

○ 新司法試験考査委員会議において，平成２３年新司法試験短答式試験について，短答

式試験の各科目において満点の４０パーセント点以上の成績を得た者のうち，各科目の

合計得点が２１０点以上の成績を得た者を短答式試験の合格に必要な成績を得た者とす

ること，４日目３時限目に実施された短答式試験刑事系科目に際し，東京都試験地サン



シャインシティ・コンベンションセンターTOKYO会場の第１室（受験者３０１名）にお

いて，監督員が試験終了時刻の１分前に試験の終了を告げたことにより，適正な試験時

間の確保がなされなかったことに関し，上記試験室で受験した受験者全員につき，短答

式試験刑事系科目の得点として３点を加算することとされたこと，これに基づき，新た

に短答式試験の合格に必要な成績に達することとなった４名を加えた５，６５４名を短

答式試験の合格に必要な成績を得た者とする旨の判定がなされたことについて，事務局

から報告がなされた。

協議の結果，平成２３年新司法試験短答式試験について，新司法試験考査委員会議の

判定に基づき，短答式試験の各科目において満点の４０パーセント点以上の成績を得た

者のうち，各科目の合計得点が２１０点以上の成績を得た５，６５４人を短答式試験の

合格に必要な成績を得た者とすることが決定された。

(2) 平成２３年新司法試験の実施状況について（報告）

○ 事務局から，平成２３年新司法試験の実施状況について，資料１に基づき報告がなさ

れた。

○ 平成２３年新司法試験論文式試験刑事系科目第２問について，考査委員から報告がな

され，協議の結果，受験者に対し，対応について公表することとされた。

(3) 平成２３年司法試験予備試験の実施状況について（報告）

○ 事務局から，平成２３年司法試験予備試験短答式試験の実施状況について，資料２に

基づき報告がなされた。

(4) 平成２３年新司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員の推薦について（協議）

○ 平成２３年新司法試験考査委員として別紙１記載の者を，平成２３年新司法試験考査

委員及び司法試験予備試験考査委員として別紙２記載の者をそれぞれ法務大臣に推薦す

ることが決定された。

(5) 司法試験予備試験の実施について（協議）

○ 「司法試験予備試験論文式試験における出題の趣旨の公表」及び「司法試験予備試験

口述試験における問題のテーマの公表」について，資料３及び資料４のとおり，それぞ

れ決定された。

(6) 平成２３年司法試験予備試験の受験特別措置について（報告）

○ 委員長から，視覚障害のある受験者に対する受験特別措置について，司法試験委員会

， ， ，議事細則第６条第１項に基づき 書面等により各委員から意見を徴した結果 了承され

平成２３年５月９日付けで委員会の議決とされたことが報告された。

(7) 平成２３年司法試験予備試験論文式試験会場の変更について（協議）

○ 平成２３年司法試験予備試験論文式試験会場について，資料５のとおり変更すること

とし，同資料のとおり変更公告することが決定された。また，司法試験予備試験論文式

試験について，水分補給のための蓋付きペットボトルの持ち込みを可とすること，途中

退出不可とする時間を試験開始後１時間及び終了５分前とし，試験時間が１時間の科目



については，途中退出を不可とすることについて，事務局から説明がなされ，了承され

た。

(8) その他

○ 事務局から，法曹の養成に関するフォーラムの開催状況について報告がなされた。

(9) 次回開催日程等について（説明）

， （ ） 。○ 次回の司法試験委員会は 平成２３年６月１５日 水 に開催することが確認された

（以上）



別紙１

永　田　秀　樹 憲 法 関西学院大学大学院司法研究科教授

山　本　悦　夫 憲 法 熊本大学大学院法曹養成研究科教授

笹　田　栄　司 憲 法 北海道大学大学院法学研究科教授

矢　島　基　美 憲 法 上智大学法学部教授

工　藤　達　朗 憲 法 中央大学大学院法務研究科教授

岡　田　俊　幸 憲 法 日本大学大学院法務研究科教授

只　野　雅　人 憲 法 一橋大学大学院法学研究科教授

毛　利　　　透 憲 法 京都大学大学院法学研究科教授

松　本　　　修 憲 法 弁護士（東京弁護士会）

堀　　　嗣亜貴 憲 法 法務総合研究所研修第一部長

吉　田　正　喜 憲 法 法務総合研究所研修第二部長

嶋  村      勲 憲 法 法務省保護局恩赦管理官

石　崎　誠　也 行 政 法 新潟大学大学院実務法学研究科教授

高　橋　　　滋 行 政 法 一橋大学大学院法学研究科教授

岡　田　正　則 行 政 法 早稲田大学大学院法務研究科教授

佐　伯　祐　二 行 政 法 同志社大学大学院法学研究科教授

人　見　　　剛 行 政 法 立教大学大学院法務研究科教授

角　松　生　史 行 政 法 神戸大学大学院法学研究科教授

中　原　茂　樹 行 政 法 東北大学大学院法学研究科教授

松　田　研　一 行 政 法 弁護士（第一東京弁護士会）・日本大学法学部客員教授

中　込　秀　樹 行 政 法 元名古屋高等裁判所長官

川　勝　隆　之 行 政 法 元秋田地方裁判所長兼秋田家庭裁判所長

長　屋　文　裕 行 政 法 元最高裁判所調査官

平  井  直  也 行 政 法 法務省大臣官房行政訟務課付

山  本      修 行 政 法 法務省入国管理局付

三  好  一  生 行 政 法 法務省大臣官房行政訟務課付

千　葉　惠美子 民 法 名古屋大学大学院法学研究科教授

高　橋　　　眞 民 法 大阪市立大学大学院法学研究科教授

滝　沢　昌　彦 民 法 一橋大学大学院法学研究科教授

工　藤　祐　巌 民 法 明治大学大学院法務研究科教授

大久保　邦　彦 民 法 大阪大学大学院国際公共政策研究科教授

水　野　　　謙 民 法 学習院大学法学部法学科教授

古　積　健三郎 民 法 中央大学大学院法務研究科教授

志　賀　剛　一 民 法 弁護士（東京弁護士会）

阪　口　彰　洋 民 法 弁護士（大阪弁護士会）

升　田　　　純 民 法 元東京高等裁判所判事・中央大学大学院法務研究科教授

藤  谷  俊  之 民 法 法務省大臣官房参事官（訟務担当）

柴　田　和　史 商 法 法政大学大学院法務研究科教授

小　林　　　量 商 法 名古屋大学大学院法学研究科教授

志　谷　匡　史 商 法 神戸大学大学院法学研究科教授

平成２３年新司法試験考査委員推薦者



別紙１

竹　濵　　　修 商 法 立命館大学法学部教授

川　口　恭　弘 商 法 同志社大学大学院法学研究科教授

山　田　純　子 商 法 甲南大学大学院法学研究科教授

弥　永　真　生 商 法 筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授

松　井　秀　征 商 法 立教大学大学院法務研究科教授

阿　多　博　文 商 法 弁護士（大阪弁護士会）

清　水　　　真 商 法 弁護士（第二東京弁護士会）

渡　邊　　　徹 商 法 弁護士（大阪弁護士会）

中　島　　　肇 商 法 元東京高等裁判所判事・桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授

中  嶋  伸  明 商 法 法務省民事局付

佐　野　裕　志 民 事 訴 訟 法 専修大学大学院法務研究科教授

宇　野　　　聡 民 事 訴 訟 法 関西学院大学大学院司法研究科教授

髙　田　昌　宏 民 事 訴 訟 法 大阪市立大学大学院法学研究科・法学部教授

酒　井　　　一 民 事 訴 訟 法 名古屋大学大学院法学研究科教授

下　村　眞　美 民 事 訴 訟 法 大阪大学大学院高等司法研究科教授

岡　田　幸　宏 民 事 訴 訟 法 同志社大学大学院法学研究科教授

越　山　和　広 民 事 訴 訟 法 関西大学大学院法務研究科教授

畑　　　瑞　穂 民 事 訴 訟 法 東京大学大学院法学政治学研究科教授

中　田　昭　孝 民 事 訴 訟 法 元大阪家庭裁判所長・京都大学大学院法学研究科教授

宗　宮　英　俊 民 事 訴 訟 法 元東京高等裁判所部総括判事

土　屋　文　昭 民 事 訴 訟 法 元東京高等裁判所・東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻教授

藤　田　広　美 民 事 訴 訟 法 元東京地方裁判所判事・琉球大学大学院法務研究科教授

澤  田  久  文 民 事 訴 訟 法 法務省大臣官房租税訟務課付

林　　　美月子 刑 法 立教大学法学部教授

佐久間　　　修 刑 法 大阪大学大学院高等司法研究科教授

林　　　陽　一 刑 法 千葉大学大学院専門法務研究科教授

橋　本　正　博 刑 法 一橋大学大学院法学研究科教授

塩　見　　　淳 刑 法 京都大学大学院法学研究科教授

上　嶌　一　高 刑 法 神戸大学大学院法学研究科教授

今　井　猛　嘉 刑 法 法政大学大学院法務研究科教授

成　瀬　幸　典 刑 法 東北大学大学院法学研究科教授

野　嶋　慎一郎 刑 法 弁護士（第一東京弁護士会）

龍　岡　資　晃 刑 法 元福岡高等裁判所長官・学習院大学大学院法務研究科教授

佐  藤      淳 刑 法 法務省刑事局参事官

内  藤  晋太郎 刑 法 法務省矯正局参事官

外ノ池　和　弥 刑 法 司法研修所教官

寺　崎　嘉　博 刑 事 訴 訟 法 早稲田大学大学院法務研究科教授

安　村　　　勉 刑 事 訴 訟 法 千葉大学大学院専門法務研究科教授

田　中　　　開 刑 事 訴 訟 法 法政大学大学院法務研究科教授



別紙１

洲　見　光　男 刑 事 訴 訟 法 同志社大学法学部・大学院法学研究科教授

千　田　恵　介 刑 事 訴 訟 法 東京大学大学院法学政治学研究科教授

小木曽　　　綾 刑 事 訴 訟 法 中央大学大学院法務研究科教授

渡　邊　ゆ　り 刑 事 訴 訟 法 一橋大学大学院法学研究科教授

福　田　尚　司 刑 事 訴 訟 法 神戸大学大学院法学研究科教授

小　松　初　男 刑 事 訴 訟 法 弁護士（第二東京弁護士会）

髙　岡　信　男 刑 事 訴 訟 法 弁護士（東京弁護士会）

川　上　拓　一 刑 事 訴 訟 法 元さいたま地方裁判所部総括判事・早稲田大学大学院法務研究科教授

名  取  俊  也 刑 事 訴 訟 法 法務省刑事局公安課長

粟　田　知　穂 刑 事 訴 訟 法 司法研修所教官

松　下　淳　一 倒 産 法 東京大学大学院法学政治学研究科教授

山　本　　　研 倒 産 法 早稲田大学法学部教授

松　下　祐　記 倒 産 法 千葉大学大学院専門法務研究科准教授

髙　井　章　光 倒 産 法 弁護士（第二東京弁護士会）

村  松  秀  樹 倒 産 法 法務省民事局付

山  内  由  光 知 的 財 産 法 法務省刑事局国際刑事企画官

野　田　　　進 労 働 法 九州大学大学院法務学教育部教授

島　田　陽　一 労 働 法 早稲田大学大学院法務研究科教授

野　川　　　忍 労 働 法 明治大学大学院法務研究科教授

森　戸　英　幸 労 働 法 上智大学大学院法学研究科教授

太　田　恒　久 労 働 法 弁護士（第一東京弁護士会）

福　岡　右　武 労 働 法 元前橋家庭裁判所長・早稲田大学大学院法務研究科教授

児　島　隆　司 労 働 法 中央労働委員会事務局第一部会担当審査総括室付審査官



別紙２

小　山　太　士 憲 法 法務省刑事局国際課長

小　林　康　彦 民 事 訴 訟 法 法務省民事局参事官

横　田　希代子 憲 法 法務省人権擁護局調査救済課長

内　野　宗　揮 民 事 訴 訟 法 法務省民事局付兼登記所適正配置対策室長

平成２３年新司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員推薦者

平成２３年新司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員の併任を解除する者
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